
 

さいたま市告示第５８３号 

 さいたま市木造住宅耐震診断員派遣事業要綱の一部を改正する告

示を次のように定める。 

  

  令和８年３月３１日 

 

              さいたま市長 清 水 勇 人 

 

 

 



 

 

   さいたま市木造住宅耐震診断員派遣事業要綱の一部を改正する告示 

 さいたま市木造住宅耐震診断員派遣事業要綱（平成２１年さいたま市告示第３５９

号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

(対象建築物) (対象建築物) 

第３条 事業の対象となる木造住宅は、市内にある

平成１２年５月３１日以前に工事に着手し建築さ 

れた、軸組構法による地上２階建て以下で、かつ、

延べ面積５００平方メートル以下の一戸建て住宅 

（２戸の長屋で親族のみで居住するものを含み、 

延べ面積の２分の１以上を居住の用に供するもの 

に限る。以下同じ。）とする。ただし、平成１２ 

年６月１日以降に増築した部分の床面積の合計が 

延べ面積の２分の１を超えるものは除く。 

第３条 事業の対象となる木造住宅は、市内にある

昭和５６年５月３１日以前に工事に着手し建築さ

れた、軸組構法による一戸建て住宅（２戸の長屋

で親族のみで居住するものを含み、延べ面積の２

分の１以上を居住の用に供するものに限る。以下 

同じ。）とする。 

  

   附 則    附 則 

１・２ ［略］ １・２ ［略］ 

 （失効）  （失効） 

３ この告示は、令和１３年３月３１日限り、その

効力を失う。ただし、同日までに耐震診断に着手

しているときは、第８条、第１０条及び第１１条

の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有

する。 

３ この告示は、令和８年３月３１日限り、その効

力を失う。ただし、同日までに耐震診断に着手し

ているときは、第８条、第１０条及び第１１条の

規定は、この告示の失効後もなおその効力を有す

る。 

  

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 

 ［略］  ［略］ 

木造住宅耐震診断員派遣申請書 

 （宛先）さいたま市長 

木造住宅耐震診断員派遣申請書 

 （あて先）さいたま市長 

 ［略］  ［略］ 

 ［略］ 

 □ 平成１２年５月３１日以前に 

 

 

 

 

 

 工事に着手し建築されている。 

 

□ ２階建て以下で、かつ、延べ

面積５００平方メートル以下の

一戸建て住宅である。 

 ［略］ 

 □ 昭和５６年５月３１日以前に 

 

 

 

 

 

 工事に着手し建築されている。 

 

□ ２階建て以下の一戸建て住宅 

である。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象建築

物自己チ

ェック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 □ 店舗などを兼ねる場合は 

居住以外の用途が延べ面積 

の２分の１を超えていない。

居住以外の部分 （用途 

：    該当面積：   

㎡） 

□ ２戸の長屋の場合、親族 

のみで居住している。 

居住者 （氏名：   

    続柄：   ） 

 

□ 木造の住宅である。 

 （一部鉄骨造等の混構造、伝統

的構法、ツーバイフォー工法、

パネル工法、プレハブ工法、そ

の他特殊な平面・立面であるも

のは対象外） 

 

□ 平成１２年６月１日以降に増

築した部分の床面積の合計が延

べ面積の２分の１を超えていな

い。 

 

□ 過去にさいたま市が実施する

耐震診断助成制度を利用してい

ない。 

 

 以上が条件です。該当している

か全てチェックしてください。 

（上記の要件に適合していないこ

とが判明した場合、その時点で耐

震診断を中止します。） 

［略］ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象建築

物自己チ

ェック 

 

 

 □ 店舗など併用している場 

合、居住以外の用途が延べ 

面積の２分の１を超えてい 

ない。 

居住以外の部分 （用途 

：    該当面積：   

㎡） 

□ ２戸の長屋の場合、親族 

のみで居住している。 

居住者 （氏名：   

    続柄：   ） 

 

□ 木造の住宅である。 

 （一部鉄骨造等の混構造、伝統

的構法、ツーバイフォー工法、

パネル工法、プレハブ工法、そ

の他特殊な平面・立面であるも

のは対象外） 

 

 

 

 

 

□ 過去にさいたま市が実施する

耐震診断助成制度を利用してい

ない。 

 

 以上が条件です。該当している

か全てチェックしてください。 

（上記の要件に適合していないこ

とが判明した場合、その時点で耐

震診断を中止します。） 

［略］ 
 

 ［略］ 

 

［略］ 

   附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の改正は、公布

の日から施行する。 

 


